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Ⅰ はじめに

国際機関とは，複数の国家が共通の目的を達

成するために，条約に基づいて設立される常設

的な機関を有する多国間組織である。国際電信

連合（1865 年），一般郵便連合（1874 年），国際

鉄道輸送連合（1890 年），国際衛生事務局（1907

年），万国農事協会（1905 年）が国際行政連合と

して活動を展開し，国際機関の嚆矢となった（家

ら［1999］9 ページ，城山［1997］24 ページ）。

その他にも，国際機関は軍縮・人権・教育・観

光・司法等，多様な分野で設立され，国際社会

において重要な役割を果たしてきている。国際

機関は多国間組織であるがゆえに，国民国家の

領域を超える活動を展開しており，国際政治経

済において独自の役割を果たす存在である。し

かし，国際機関一般における活動分野が広範囲

に及ぶことも影響してか，国際政治経済におけ

る国際機関の役割はいまだに十分に解明されて

いない。

戦後，「自由・無差別・多角」原則に基づいた

自由貿易体制の追求による経済的厚生の増大が

強く求められてきたが，その自由貿易を体現さ

せる制度を設計し，さらに，制度の国際的整合

化を図る主体として，国際機関が機能してきた。

特に，自由貿易体制の構築は「均一的市場」を

創出するためといえるが，経済諸制度の国際的

整合化はグローバリゼーションの深化とも大き

く関わっている。その意味で，グローバリゼー

ションを理解するためには，国民国家や多国籍

企業のみならず，経済活動のプラットフォーム

としての制度を設計する国際機関への着目が重

要になろう。

経済取引は交換する主体同士における一定の

交換ルールが確保されたうえで成立する。法制

度，慣行，規範により有形無形に形成される制

度は，経済取引を実現するために必要不可欠な

ルールである。しかし，諸制度は国家領域を超

える場合にはその相違が大きく，国際的な経済

取引において，制度の相違は円滑な経済取引を

阻害していた。国際行政連合として国際機関が

創設され始めたという歴史的経緯も，国家間で

異なる諸制度の共通化を図る必要性が高かった

証左と考えられる。国家間の制度的調整を果た

すために，多国間組織である国際機関が適当な

役割を果たすことになる。

国際機関は設立目的の実現に向けて，相異な

る諸制度を整合化させながら，世界各国におい

て制度の共通化を促進させていく。ただし，「整

合化」はひとつの過程であり，必ずしも一元化

を意味しない（Tay and Parker［1990］p. 73）。

とはいえ，諸制度が国際的に整合化される結果

として，各国市場が統合化され，「均一的市場」

が形成される事態も表れてきている。国際機関

による制度の整合化の帰結として，市場の統合

化が進展しているのである。

本稿では，国際機関が市場の統合化を支え，

推進している過程を，その制度形成的側面に着

目して明らかにする。国際通貨制度，規格制度，

通商制度を取り上げ，制度形成および調整機能

を果たす国際機関を軸に，国民経済をベースに

形成されてきた市場が国民国家の領土的境界を

越えて，世界的な「均一的市場」へと統合化さ

れていく過程を論証する。そのため，自由貿易
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体制の構築に関与する国際機関を分析対象とす

る。

本稿は以下のように構成される。Ⅱにおい

て，自由貿易体制に関する国際機関に対する先

行研究を踏まえ，国際機関と制度の整合化の関

係を明らかにする分析視角を提示する。Ⅲで

は，国際取引の基本的要素でもある国際通貨制

度を管理する国際通貨基金（IMF）に焦点をあ

て，Ⅳでは，取引される財の成形に関連する国

際規格制度を司る国際諸機関，さらには，Ⅴに

おいて，取引制度そのものである国際通商制度

の構築を強く推進させている世界貿易機関

（WTO）を対象として検討する。これら三事

例を通じて，国際的経済諸制度が適用範囲を拡

張させるとともに，経済活動の空間的領域とし

て，市場を統合化させていく過程を論じる。

Ⅱ 空間的階層と普遍性

１ 自由貿易体制の中の国際機関

自由貿易体制は，主に，金融と貿易の領域を

中心に世界経済の方向性を模索する中で検討さ

れ，学術的研究においても，国際金融および国

際貿易の分野で議論が交わされてきた。たとえ

ば，国際金融の分野では，国際金融情勢の歴史

的推移，国際通貨制度による各国経済・国際経

済への影響を考察する視点（大原［1963］，石山・

日下部［1978］，ガードナー［1973］，James

［1996］，白井［1999］，Vines and Gilbert［2004］，

ウィリアムソン［2005］，国宗［2009］）や，戦

後の世界経済の性質規定を金融市場の動向から

論じる視点（Strange［1976］，Gilpin［1987］，

奥田［1989］，深町［1993］，松村［1993］，山本

［2002］）から，IMFの設立経緯や歴史的展開

が分析されてきたが，当然ながら，IMFの分析

を通じて国際金融および世界経済の変化を把握

する点に主眼があり，IMFの活動を介して，国

際機関の役割を理論的に抽出するという視点は

取られてこなかった。

国際貿易の分野においても，円滑な国際貿易

を実現させるために組織された関税と貿易に関

する一般協定（GATT：1948∼1995 年）と

WTO（1995 年∼）を対象に，組織の設立過程

や農業をはじめ各分野における貿易交渉の経緯

を論じる視点（ジャクソン［1990］，筑紫［1994］，

外務省［1996］，ジョスリングら［1998］，服部

［2000］，遠藤［2004］）や法制度的特徴を論じ

る視点（Krueger［1998］，小寺［2000］，松下

［2000］），国際貿易の枠組みが形成されたこと

による産業構造・貿易政策の変化，各国経済お

よび世界経済への影響およびその問題点を論じ

る視点（中野・岡田［2007］，ジョスリングら

［2005］，Bhagwati［1991］，バグワティ［2005］，

ジョージ［2002］）から多くの研究が蓄積されて

きた。ただし，WTOが国際機関であるがゆえ

に，その目的に従って積極的に世界共通の貿易

制度の構築・管理運営を進め，強力な執行力を

行使して加盟国の貿易制度を整合化するという

視点は十分に取られてこなかった。つまり，単

なる交渉の場ではなく，国際機関の機能として

WTOの活動を考察する視点である。

金融・貿易に比較すると，直接的には自由貿

易体制を構築する分野としては把握されてきて

いない側面があるものの，物理的に貿易を支え

る輸送・通信諸制度や貿易される財そのものの

製品規格も現実には不可欠な要素である。国際

的な輸送・通信体系の形成過程を論じる視点（山

内［1991］，澤［1993］，Zacher［1996］，Molle

［2003］，Barkin［2006］，古畑［2008］）や規格

の標準化に関わる企業の競争力を分析する視点

（山田［1999］，渡部・中北［2001］，原田［2008］）

から，国際取引に必要な技術的事項を管掌する

国際機関の概略や活動内容が言及されている。

城山［1997］はそれらの国際機関を中心的対象

として，組織の設立過程とその活動の実態を詳

細に検証している。技術的事項を管掌する国際

機関を概略にとどまらず，その組織内部の統制

構造に焦点をあて，その組織特性と機能を分析
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しており，本稿においても摂取する部分が多く

有用な研究であるが，行政学的視点に基づいて

いるため，明示的には自由貿易体制との関連に

対する視点が不足している。

こうした先行研究に不足している視点を補い

つつ，自由貿易体制を中心とした国際政治経済

における国際機関の役割を解明するための分析

視角を検討する。制度形成自体は国際機関に限

らず，国民国家，地方政府をはじめとした公的

主体，企業や市民社会組織のような民間主体で

も行うことができる。しかし，その中でも，制

度形成に関する国際機関の特徴を示すために，

国際政治経済における「空間的階層」と「普遍

性」の視点から確認する。国際機関の空間的階

層（空間的規定）および普遍性（強制的参加）

を踏まえることにより，現在の国家領域を超え

て展開されるグローバルな経済取引を，国際機

関およびその制度形成・調整機能が構築してい

る点を明らかにできよう。

２ 国際機関と空間的規定

国際機関は多国間組織であるために，本部・

事務局はある特定国に立地しているとしても，

組織の活動としては特定の国家領域内において

完結しているわけではない。むしろ，理論上，

加盟各国全ての国家領域が国際機関の活動対象

範囲となり，また公海や南極等のいずれの国家

主権にも属さない領域を管轄する場合もある。

従来の社会科学では，グローバルな現象を把

握するに際しても，国民国家を基本的分析単位

として，国家領域の枠組みからアプローチする

傾向が一般的であったと指摘されている（久野

［2008］85 ページ）。もちろん，グローバルな

範囲にわたって生じる現象であれ，一部の領域

を除いて，それぞれの国家領域内部において生

起しているが，その事象が複数国家間に及ぶ場

合や，逆に単独国家内部の一定範囲で完結して

いる場合に，国民国家・国民経済を分析単位と

する研究の限界は指摘するまでもない。経済現

象の領域性は事象解明に対する重要な視点とい

えるが，その際には，空間的な認識枠組みを適

切に設定する必要がある。

経済学の発展過程において基本的単位とされ

た国民経済を Nationレベルとすれば，国際機

関の活動次元は Supra-Nationレベルと考えら

れる。Supra-Nationレベルは，EUや NAFTA

等に見られるような，国家領域を超えつつも一

定の地域性を帯びる Macro-Region とは異な

り，その地域性を有さない空間的階層を表して

いる。特定の国民国家内部に事務局等の施設を

有する，また，特定の加盟国に権力資源が偏在

している等の留保事項を持ちつつも，国際機関

の活動範囲は全ての加盟国に及び，基本的には

局地的な地域性を帯びない。加えて，国際機関

は国家主権を超える権限を持たないため，世界

政府としての存在でもない。したがって，国家

を超える Trans-Nation や地球全体を捉える

Globalではなく，多数の加盟国によって構成さ

れつつ，国家主権のもとで活動する国際機関が

位置する空間的階層は国家の上位にある

Supra-Nationと表現される。

「階層性」や「重層性」として空間的規定を明

確にした研究は，地域経済学や環境経済学をは

じめ，国家領域と分析対象領域の相違・齟齬が

諸矛盾の生成をもたらす諸分野で行われてきて

いる（岡田［2005］，池島［2009］，植田［1996］，

谷内［2005］）。だが，国際政治経済においても

同様に，空間の「階層性」や「重層性」は指摘

されている（ヒルシュ［1998］，ヘルド［2002］）。

分析対象に応じた分析単位の設定によって，異

なる空間的階層間における状況認識の相違が浮

かび上がり，また，階層間の認識の相違および

齟齬は問題設定の相違・対立を引き起こす。

Supra-Nationレベルを活動次元とする国際機

関の場合には，経済諸制度の形成・調整過程に

おいて，構成要素たる国家間利害の対立を含み

つつも，その利害関係の帰結として，制度が形

成される。つまり，国際機関を軸に，利害対立
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の凝縮として国際制度が構築され，その制度に

基づいて国家をはじめとした各主体が国際政治

経済において行動するのである。

３ 普遍性の獲得

国際的な経済取引の基盤として，整合化され

た諸制度が作用するためには，個々の具体的制

度の機能的な卓越性が求められるだけでなく，

加えて，その制度の適用される地理的，分野的

範囲が十分に確保されている必要がある。ま

た，経済取引は制度的障壁が削減されれば，円

滑な取引が可能となり，制度的な整合性を志向

する傾向にある。少数の国家間のみだけではな

く，より多数の国家間で通用する諸制度であれ

ば，経済取引における地理的，分野的範囲も拡

大し，同一制度であることのスケールメリット

が発揮されよう。こうした側面はネットワーク

外部性と呼ばれる現象に類似している。ネット

ワーク外部性とは，通常，ある財の利用者数が

増えるほど，利用者個人がその財から受ける便

益が増加する現象と定義され，利用者数が十分

に大きいと，その便益を求めて累積的に新規の

利用者が増える状態を示す（田中ら［2003］2

ページ）。

国際機関を通じて形成される制度について

も，ネットワーク外部性が作用していると考え

られ，国際機関に加盟する国家は当該制度を受

容することになるが，加盟国数が増加すればす

るほど，制度の適用範囲は拡大していく。つま

り，国際機関への加盟国数が増大することで，

当該機関の設立目的やその国際機関を通じて形

成される制度の適用範囲も全世界に拡張され，

どの国においても共通した制度が整備される状

態が生まれる。いわば，国際機関とその国際制

度が世界的に「普遍性」を獲得していくことに

なる。

一方，そのような国際制度が通用しない非加

盟国は加盟国との経済取引において制度的障壁

が高く，調整が必要となる。したがって，加盟

国と非加盟国との間で取引を行うよりも，加盟

国間で取引を選好する国家が増加することにな

り，非加盟国は加盟国に対する市場アクセスが

格段に低下する。国家によって組織された国民

経済圏同士の競争は，それぞれの経済圏に属す

る企業間競争として具体化され，貿易上の利益

や合理化の必要性という形態で市場競争による

強制が発生する（ヒルシュ［1998］29 ページ）。

そのため，国際機関の追求する目的への賛同の

有無にかかわりなく，現実的な経済的権益を確

保しようとすれば，非加盟国はその国際機関に

加盟し，国際制度を受容せざるを得なくなる。

国際政治経済において，ネットワーク外部性が

作用することにより，国際機関への加盟には一

種の強制力が発揮されているともいえる。

「強制的参加」による国際機関への加盟国増

大は，結果として，形式的な国際機関の「普遍

性」を高め，諸制度の整合化を促進させ，実質

的にも「普遍性」を獲得する。集合的意思決定

と市場競争の相互作用が国際機関の「普遍性」

をより一層強固に築き上げ，市場の統合化を促

す過程に焦点をあて，以下では，具体的な国際

機関とその制度的調整機能についての分析を進

めていくこととする。

Ⅲ 国際通貨制度の整合化

現在の市場経済を支えるためには，貨幣価値

の安定性を保持する制度が必要である（柴田

［2008］5 ページ）。市場経済は「貨幣」を用い

て商品を売買するという暗黙のルールが成立し

ている。しかし，貨幣価値の急変動によってこ

のルールへの信頼は動揺し，経済取引の遂行に

とって大きな障害となる。貨幣価値の安定化を

図る必要性から，IMFは為替制度の構築・変更

に大きく関わるとともに，国際通貨制度の維持

を目的として，加盟国の経済政策や国内制度に

深く介入してきた一方で，国民経済の領域的蚕

食は国際的な貨幣と金融の規制緩和を契機に進
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展してきた（ヒルシュ［2007］35 ページ）。その

ため，国民経済を超えた範囲での調整，つまり，

IMFによる調整機能がより一層求められるこ

とにもなったのである。このように，国際的な

経済制度の必要性とも関わって，国際機関分析

において IMFは重要な位置を占めていると考

えられる。

第二次大戦後，世界平和にとって経済の安定

化が必要であるとの理念のもと，自由な国際取

引を支える新たな国際通貨制度を構築する具体

策として，1947 年に IMFが発足した。当初 30

だった加盟国数は 187 にまで達している（2011

年８月現在，以下同様）。戦時下において中断

していた国際貿易の再開を可能にする安定した

為替相場と国内経済に対する自律的な財政金融

政策の実施を目的として，英米両国の合意に基

づいて IMFは構想された。しかし，戦後世界

最大の債権国として巨額の経常黒字を継続的に

維持するアメリカと戦費調達のためにアメリカ

を筆頭に巨額の対外債務を負い，経常赤字の発

生が継続するイギリスとの間の政治経済的地位

の相違に基づき，IMF構想は当初から国家利害

が反映されていた（山本［1997］79-80 ページ）。

その結果，アメリカによる提案を中心に，IMF

構想はまとめられていくことになった。アメリ

カは IMFが他国の経済政策の変更に果たす役

割を重視しており，基軸通貨ドルの安定と流通

によって，国際貿易の活発化と資本主義経済の

拡大が目指された（ガードナー［1973］279-280

ページ）。いわば，戦後経済におけるアメリカ

の経済的地位を確立・維持するための手段とし

ての性格を IMFは内包していたといえる。

英米間の交渉の末，設立した IMFは二つの

機能を有していた。第一は，自国通貨の為替管

理を加盟各国に義務付けることで，金・ドル本

位による固定相場を維持するという国際通貨制

度の管理・運営機能である。第二は，加盟国ご

との割当額に応じた出資（クォータ）によって

「基金」を設立し，加盟国が国際収支不均衡に

陥った場合に資金を融資し不均衡を是正すると

いう融資機能である。IMFはこれらの機能を

軸に，「最後の貸手」として加盟各国の国際収支

危機への対応を期待され，戦後の国際通貨制度

を支える常設機関として位置づけられた。国際

金融・国際貿易では，一国の経済情勢の変化が

瞬時に他国へと連鎖的に波及するため，国際金

融の安定を優先させるべく，IMFは金融危機発

生国や債務累積国に対して強硬的な圧力を加え

る側面も有していた（毛利［2001］63-64 ペー

ジ，スティグリッツ［2002］146-150 ページ)
1)
。

以下，歴史的推移とともに変化する IMFの役

割を確認する。

戦後経済の回復とともに，1950 年代後半から

機能し始めた金・ドル本位による固定相場制は，

ドルの対外流出とそれに伴うアメリカの金流出

によって維持困難に陥り，主要各国は 1973年

に変動相場制に移行した。国際通貨制度におけ

る変動相場制への移行は 1978 年の IMF協定第

二次改定により，公式に承認されたが，固定相

場制の維持を目的とした IMFの第一機能は早

くも失したかに見えた。しかし，アメリカによ

る金・ドル交換停止に先だって，IMFはドルと

異なる国際通貨の創出を含め，国際通貨制度の

維持を図っていた。その結果，固定相場制を放

棄しつつも，新たな通貨である特別引出権

（SDR）の発行により，国際通貨制度は継続さ

れたのである（Clark and Polak［2004］pp. 53-

54）。

SDRは金やドル等の既存の準備資産に対す

る補完通貨として，IMF協定第一次改正（1969

年）により創設された。固定相場制のもとでは，

SDRの国際通貨としての役割は限定的だった

が，IMFが自由な為替制度の選択を正式に承認
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１）ただし，優先される「国際金融全体の安定」は往々

にして，アメリカの利害が反映されているため，そ

れに対する批判も多いが，この問題について本稿で

はこれ以上踏み込まない。



して以降，金の代わりに SDRを中心的な準備

資産にする国際的合意が得られ，加盟各国の通

貨や IMF 取引に関する価値表示が全て SDR

表示へと改められた。その結果，価値基準は

SDRを介して各国の通貨価値と結びつくこと

になり，特に，民間需要の高い，最も対外価値

の安定した通貨であるドルが実質的な価値基準

として機能し，SDRは有用なドルの補完物と

みなされた（Strange［1976］p. 350）。つまり，

固定相場制から変動相場制への移行の背景に

は，SDRを介して IMFがドルを中心とする国

際通貨制度を支える機能を果たしていた点を見

いだせるのである。ただし，変動相場制のもと

では，IMFが国際通貨制度の管理・運営に主導

的な役割を果たしていないという側面も浮かび

上がってこよう。

1960∼70 年代は IMFによる国際通貨制度の

管理・運営機能が国際金融に大きな影響を与え

ていたが，1980 年代以降には，もう一方の融資

機能が脚光を浴びることになった。その要因の

ひとつが途上国への資金流入に起因する債務累

積問題である。1982 年にはメキシコが債務不

履行に陥るが，その資金供給源である多国籍銀

行も損害を被る事態になるため，債務累積危機

は途上国のみならず国際金融全体の動揺を招く

ことになった。IMFはこうした途上国の債務

累積に対して，経常収支改善を目的とする資金

供給に加え，経済構造を改革する中長期的な構

造調整政策を展開した
2)
。

1980 年代前半に顕在化した途上国の債務累

積問題の一方で，基軸通貨供給国であるアメリ

カは経常収支不均衡を大幅に拡大させており，

1985 年には純債務国へと転じた。しかし，この

不均衡は先進諸国間による金融資本市場の自由

化や為替介入を誘導する政策協調に基づいて是

正され，IMFの融資を必要としなかった。国際

機関である IMFがその融資機能を中心に，途

上国経済の構造改革に対応する一方で，主要先

進国は政策協調による各国通貨の安定を志向

し，実質的な国際通貨制度の管理・運営機能を

果たしていたといえる。

1990 年代になると新興市場国経済の金融・資

本市場の自由化に伴い，巨額かつ短期的な資本

移動が生じ始め，メキシコや東アジア，ロシア，

ブラジル，トルコ，アルゼンチンと各国で通貨

危機が発生し，次々と実質的な固定相場制は放

棄されていった。構造調整政策や融資額の拡充

等の IMFによる対応策も急激な資本移動には

十分な効力を得られず，危機発生国は変動相場

制へと移行し，変動相場制の通用する地理的範

囲はそれこそ地球規模に及んだ。その結果，急

激な通貨流出入の発生機会は減少したが，巨額

資金を運用するヘッジファンドによる投機等，

依然として国際的金融危機の可能性は残されて

いる。そのため，IMFは新たに政策監視機能を

強化し，各国当局への是正勧告や市場参加者へ

の経済政策情報の提供を実施することで，国際

通貨制度の安定化を支えている。

以上より，IMFは直接的な国際通貨制度の管

理・運営機能を発揮し，その後，債務累積問題

への対応としての融資機能，さらには，政策監

視機能によって，間接的に国際通貨制度の安定

化に貢献してきた。また，加盟国の増大により，

IMFに支えられた国際通貨制度は世界全体に

波及・通用することになったが，加盟国が採用

する通貨制度は多数ある中でも「変動相場制」

に収斂する傾向にあった。図 1- ①∼③からは，

世界各国に占める IMF 加盟国の増大と，それ

に伴う各国通貨制度の国際的整合化の過程が確
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２）債務累積危機への対応として，IMF資金の拡張が

必要であった。アメリカ政府は増資を計画していた

が，議会は増資に反対していた。その理由として，

途上国の債務累積の背景には，アメリカ民間銀行に

よる高金利の超過貸付があり，財政資金を利用した

銀行救済に批判が嵩じたからである。ただし，アメ

リカの動向に対して国際社会からの圧力が強まり，

議会は IMF増資を承認した（ワシントン駐在員事

務所［1984］8 ページ）。



認されよう。図 1- ①（1971 年時点）では，IMF

加盟国は全て固定相場制を採用している。図

1-②（1989 年時点）は中南米債務累積危機が発

生した 80 年代後半における各国通貨制度を図

示している。図 1- ①から図 1-②にかけて，加

盟国数は 121 から 157 へと増大しており，また

変動相場制を採用している加盟国は地域的に偏

在している。ところが，アジア通貨危機を経た

1998 年には，IMF 加盟国数は 184 となり，図

1- ③からは，明らかに変動相場制が地球規模で

通用している。世界各国が IMFに加盟すると

ともに，加えて，同様な通貨制度を採用するこ
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図 1-① 各国の為替制度（1971 年時点）

図 1-② 各国の為替制度（1989 年時点）

図 1-③ 各国の為替制度（1998 年時点）



とによって，「国際機関を通じた制度の整合化」

の一例が示されている。1991 年のソ連崩壊に

よる冷戦構造の解消もあり，このような国際通

貨制度の統合化が世界市場を拡大させる前提を

形成していったといえる。

このように，IMFは外形的には国際通貨制度

に対する調整機関として，重要な役割を果たし

てきているが，出資比率に応じた議決権配分に

よって，アメリカが事実上の拒否権を有してい

る点や，途上国に対する構造調整政策の勧告等

に対する批判も多い。また，本稿では，IMF内

部の利害対立や IMFと国家との権力関係に対

しては十分に考察できていない。しかし，国際

機関は加盟国の利害対立が凝縮された組織的実

体であり，複雑な内部事情等の表出が IMFの

活動を構成している。外形的な役割からでも，

国際通貨制度を巡る IMFの重要性は鮮明に浮

かび上がるといえよう。

上述のような IMFに対する批判が多いにも

かかわらず，加盟国数は増加し続けている。

IMFの役割は時代の推移とともに，固定相場制

の維持から国際的な経済・金融危機への対応，

さらには，それら危機に対する国際的支援の枠

組み形成のための政策監視へと変化してきた。

加盟国は国際収支不均衡の際の資金支援のみな

らず，他国にて発生した金融危機の余波が世界

的に波及する事態に備えた国際的な危機対応を

目的として，IMFに加盟している。IMFによ

る政策監視は全加盟国に対して実施され，加盟

国数が多いほど，世界経済や国際金融市場の正

確な情報が得られ，より実際的な対応が可能に

なる。また，国際的な取引の拡大により，相互

依存的な経済状況が生まれ，通貨制度において

も先進諸国を中心に変動相場制への収斂傾向が

見られる。民間資金移動の量的拡大と急速な流

出入により，通貨当局による為替介入の限界が

露呈し，各国は変動相場制と政策協調による国

際金融の安定化を志向するようになったのであ

る。

国境を越えた経済取引が進展する以上，取引

に参加するためには，諸通貨間の決済に関して

同一制度を志向せざるを得ず，強制的参加の結

果として，IMF加盟国の増大と国際通貨制度の

整合化が進んだのである。

Ⅳ 規格の整合化

財・サービスの取引形態や製品規格の相違は，

当然ながら，国際的な取引における障害になる

とともに，製品流通範囲の限定を招くことにな

る。取引形態が異なれば，商品ごとに個別対応

が必要になり，それだけ，取引コストは高まる。

取引の効率化には，反復的な取引の実現ととも

に取引様式の定型化が必要とされる。この取引

様式の定型化には，多岐にわたる分野・領域に

おいて「制度」が積極的な役割を果たしている

が，特に，取引の数量的・地理的範囲の拡大に

つれて，規格・基準の標準化が希求される。な

ぜなら，規格や基準が「制度」の構成要素とし

て機能するからである。換言すれば，一定の規

格や基準をもとにした各国共通の制度的基盤が

あれば，国際取引はより円滑に遂行されるので

ある。

また，国境を越えて企業活動を展開する多国

籍企業の台頭により，原料調達・生産工程の国

際分業に伴う企業内貿易が活発化したが，その

結果として，最終製品の生産に至るまでに，各

国で生産される諸部品や中間製品等の規格の共

通化が必要とされることとなった。取引の国際

的拡大とともに，生産の国際的分散により，国

際的に共通した取引形態および規格の構築が課

題になったのである。

国際的に通用する技術的な規格・基準を管理

する組織として，多くの国際機関が活動してい

るが，本稿では，運輸部門から，国際海事機関

（IMO）と国際民間航空機関（ICAO），通信部

門から，国際通信連合（ITU），さらに規格登録

分野から国際標準化機構（ISO）と国際電気標
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準会議（IEC）を取り上げる。技術的事項を管

轄する諸機関を，以下では技術的国際機関

（TIO）と称する。

1948 年に創設された IMOの目的は海上輸送

に関する包括的な規制枠組みの提供であり，航

海の安全性や効率性だけでなく，海洋の環境保

全を追求している。加盟国数は 169 であり，公

海で生じる利害対立の中で，特に，海運や漁業

のような海事業の非経済的側面での協定を発展

させている。1944 年には，民間航空の安全と発

展を目的とする ICAOが設立された。加盟国

数は 190 であり，空運に関する技術的標準や手

続きの設定による安全水準の向上を目的として

いる。ICAOが作成する航空機の技術や空港施

設の運用，運航上の基準等によって，国際航空

業務の安全かつ円滑な遂行が実現している。通

信技術の発展とともに，その通信範囲も拡大す

る中で，1932 年，電気電信利用に関する国際秩

序形成の必要から ITUが設立された。主に，

通信技術，情報ネットワークの維持・発展とそ

れらへの全人類の普遍的アクセスの促進を目的

としている。市場を介した民間企業による開発

競争によって，技術的基準は確立していくため，

192 の加盟国だけでなく，718 の民間企業・業界

団体・学術団体も ITUに加盟している。IMO，

ICAO，ITUはそれぞれ，海運，空運，通信網を

管轄対象とした政府間組織であり，戦後には国

連専門機関として国連システムの一翼を担うに

至っている。

その一方で，ISOは財・サービスの国際交換

を容易にするための規格統一や，それらを巡る

国家間協力の発展を主な目的として，1947 年か

ら活動を開始している。ISO 参加国は 162 に及

び，電気および電子技術分野を除く全産業分野

（鉱工業，農業，医薬品等）に関する国際規格

の作成を行っている。構成員は各国の政府代表

ではなく，代表的標準化機関であるため，ISO

は NGOとして位置づけられている。この ISO

が担当しない電気および電子技術分野の国際規

格を所管している IECは 1906 年に設立され，

参加国数は 81 である。IEC も ISO 同様に，

NGOとしての組織的立場にある。ISOと IEC

の管轄する標準化作業には，実際に製品開発を

担当する民間企業の意向が反映されるものの，

代表的標準化機関がその取りまとめ的な役割を

果たしている。

これらの TIOの設立が必要になった背景に

は，通商の拡大とそれに絡む国家主権の問題が

あった。海運において，船舶自体は民間所有だ

が，どこを航行していようともその船舶の所属

する国家には管轄権があり，また，寄港地とな

る国家はその船舶による入港や市場アクセスに

対する許認可権を有している（Molle［2003］

pp. 214-216）。自国の主権の及ぶ範囲として排

他的に支配できる領海とその主権の及ばない公

海の利用に関しては，国家領域の問題だけでな

く，自国海運資本の競争力強化による海運市場

圏の排他的確保にまで結びつくため，国家間調

整がより重要な意味を持っていた（澤［1993］

36-38 ページ）。空運に関しても同様であり，国

際主権がその上空にも及び，他国の上空はその

国の承認がない限り飛行できない。この領空主

権に基づいて，民間航空企業は締約国の上空通

過と技術着陸が許可され，締約国相互の調整を

経て，各国の航空行政の世界的な標準化が進め

られることになった（古畑［2008］3-8 ページ）。

電信技術の開発以降，電信回路は国境を越え

て設置されるまでに普及した。国際電信回路の

設置に伴い，その業務運営のための国際的枠組

みが必要とされたが，通信範囲の拡大とともに，

通信対象各国の多様化は国家主権との関係で問

題を抱えることになった。電信収入は回線距離

に応じて各国間で配分されていたが，電信量の

相違に加え，各国の領域の広さと電信回路設置

のための地理的条件が異なるため，公式的な国

家主権の単位では，各国の財政負担に不均衡が

生じた。そのため，国際電信業務では，既存の

公的国家主権単位とは異なる別の行政的単位を
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設定・利用した（城山［1997］100-109 ページ）。

国家主権単位以外の領域設定を行う必要が生じ

たという問題であり，主権領域の相互承認が課

題になる海運・空運とは異なる形で国家間調整

が必要であった。

同様に，無線通信業務では，無線通信技術の

発展が私的独占によって阻害されないように国

際的規制が求められていた。規制の焦点は主

に，周波数配分制度の基本的枠組みについてで

あった。無線技術の進歩とその利用分野の拡大

につれて，分配周波数帯も拡大されたが，各国

への周波数割当において，国家間調整が必要に

なった（城山［1997］110-117 ページ）。これら

の無線利用に関する国際的枠組みは技術標準に

関する規定も含んでおり，無線技術の独占を回

避するとともに，無線通信の利用範囲の拡大と

標準化を推進する役割を果たした。

規格の標準については，早くから軍事物資の

互換性が重要視されていた。そのため，規格原

案の相互配布をシステム化する国際的合意が得

られ，工業規格や電気機器の国際的統一と調整

が進められていくことになった。標準化は多く

の利害対立が伴う分野であり，たとえば，標準

化の時期が早すぎると開発方法に枠をはめてし

まい，技術革新を阻害する可能性が生じる一方

で，時期が遅いと各国標準が既得権益化してし

まい，標準化そのものが困難になる。さらには，

標準化に伴う利得の相対的配分に内在する経済

的利害対立に加え，標準化対象分野が各国の象

徴的産業部門に及ぶ際の国内政治的反響を考慮

するとより「政治化」される領域であり，政治

経済的調整が必須であった（城山［1997］

213-215 ページ）。

このように，通商範囲が国民国家内を超えて

国際間へと拡大されていくに従い，領土・領海・

領空といった国家主権の及ぶ空間に対する各国

の相互承認や軍事物資の互換性をはじめ製品規

格の標準化が必要になることで，国家戦略や軍

事戦略と密接に関連した高度な政治性を帯びつ

つ，それらを供給する資本の利害を代表する側

面をも含め，国家間調整を執行する場として，

国際機関の設立ならびに制度設計が求められた

のであった。

これら TIOは所管領域が個別的課題におけ

る技術的事項であることから，軍事・外交問題

に比べて非政治的分野であり，国際協力の制度

化ならびに共通利益の追求が可能だという機能

主義的な位置づけをされる傾向にあった（Mit-

rany［1948］pp. 358-359）。とはいえ，非政治

的分野での国際協力の背後に潜む政治的権力の

存在は無視できず，実際には技術的事項を巡る

各国の政治経済的な利害対立が当然ながら生じ

ており，それゆえに国際機関による調整は軍

事・外交問題同様に政治的側面を多分に有して

いたのである。各国利害の対立の背後には，当

該分野の資本間競争が潜んでいたが，国際機関

を通じた調整過程を経て，技術のハーモナイ

ゼーションが進行した。しかし，逆に，資本が

国家領域を超えて事業展開する基盤を，技術の

ハーモナイゼーションが生み出したともいえよ

う。本稿では，TIOによる通商制度と規格の統

合化とその意義について焦点をあてており，

TIO 内部で生じる各国間および資本間の利害

調整過程そのものについてはこれ以上触れない

こととする。

TIOによる制度設計・調整による規格の標準

化に伴って，以下のような３つのコスト低下が

期待される。第一に，標準化による部品の相互

利用は規模の経済性や経験を通じて製造コスト

を低下させる。第二に，開発基盤となる知識の

共有化は互換性の向上とともに開発コストを低

下させる。第三に，購買に必要な時間コストの

短縮，それに伴う在庫コストの減少が可能にな

る（山田［2008］12-13ページ）。これらのコス

ト削減によって，輸送・通信手段そのものの生

産コストならびに輸送コストの低下が実現した

（図２）。もちろん，輸送・通信コストの低下に

は，技術革新の影響が大きい点は言うまでもな
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いが，標準的プラットフォームの確立が技術開

発の方向性を規定していた点も看過できない。

実際に，輸送・通信コストの劇的な減少と対照

的に，漸次的ながら，TIOへの加盟国数が増加

している様子がみてとれる。この標準化過程へ

の参加国・企業数が多ければ多いほど，標準化

された規格の採用国・企業が増加するという

ネットワーク外部性が働き，技術のハーモナイ

ゼーションも進行していくため，TIOへの加盟

国数の増大は「標準化の指標」ともいえる。

技術のハーモナイゼーションには，国際機関

によって作成される規格（デジュレ標準）と市

場競争の結果として確立する規格（デファクト

標準）が関わっている。前者は TIOに参加す

る国家や産業界等が相互便益を拡大させるため

に協議することで成立するが，規格成立までに

時間を要する。しかし，開発競争や技術進歩の

著しい製品分野では，規格策定プロセスと市場

動向との乖離が大きく，技術的優位による独占

的利潤を獲得しようとする企業は後者を選好す

る傾向にある。ただし，TIO 加盟国の増加に伴

い，財・サービスの流通範囲の拡大が容易にな

り，デファクト標準をデジュレ標準へと同化さ

せ，より技術的優位を高めようとする企業の動

きも加速している（原田［2008］61-63ページ）。

利便性・信頼性・安全性を目的とした規格形成

から企業の市場競争ツールへと標準化の目的は

変化しつつあるが，デジュレ標準の意義は依然

として有効であるといえる。TIOによる規格

の統合化を通じて，共通化されたモノの生産と

その移動が普遍的に広がり，国際分業と国際貿

易の進展を一層加速させるのである。

Ⅴ 貿易制度の整合化

TIOによる規格の整合化によって，財・サー

ビスの標準化が進展したことに加え，取引ルー

ルそのものの調整も必要とされる。貿易に関す

る国際機関として，1995 年に設立された世界貿

易機関（WTO）が中心的役割を担っており，そ

の加盟国数は 153である。WTOは自由貿易の

ためのルール設定を目的にしている。関税障壁

の撤廃を目標として，各種協定の実施ならびに

監視を行うための法的，制度的枠組みを提供し

ている。

「自由・多角・無差別」原則を基本理念とした

世界貿易の発展に向けて，第二次大戦終結直前

から，国際貿易機関（ITO）の設立が検討され
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始めたが，結局，各国議会の反対もあって，

ITOの設立は叶わなかった。関税障壁の削減

を目的とする関税及び貿易に関する一般協定

（GATT）は発足当初，短期的な運用を想定し

ていたが，1948 年の ITO設立挫折に伴い，そ

の後も効力を維持することになった（筑紫

［1994］211-214 ページ）。

1948 年の GATT設立以降，ウルグアイ・ラ

ウンド交渉（1986∼1994 年）に至るまで７回の

多角的貿易交渉が行われた。多角的貿易交渉を

重ねながら，交渉対象品目と GATT 加盟国数

は拡大し，工業製品，農産物，サービス，知的

財産権，投資措置までもが交渉対象に含まれた。

交渉分野の拡大に応じて，GATTの機能強化

を望む声も高まり，ウルグアイ・ラウンド交渉

において，貿易に関する新組織の設立が検討さ

れ始めた。その結果として，1995 年に WTO

が誕生したのであった。

WTOと GATTの相違として，一番大きな

要素は国際機関としての地位にある。当初は

ITOの設立を検討していたこともあり，GATT

自体は「暫定的な協定」として扱われ，法的拘

束力を有していなかった。そのため，各国は国

内法と GATT との間に矛盾があったとして

も，必ずしも国内法改正を経ることなく，行政

府限りの権限によって GATTに加入すること

ができた。また，「暫定的協定」としての

GATTには，事務局に関する規約は一切なく，

法人格も与えられていなかった。国際機関の事

務局としての職務や権限が明確に規定されてい

なかったのである（筑紫［1994］214-223ペー

ジ）。

これに対し，WTOは事務局の設置および事

務局長の任命に関する規定が設けられ，事務局

の職務・権限が明文化された。また，WTOは

国際条約であり，組織自体として法的拘束力を

与えられ，法人格を有することになった。この

ようにして，国際機関としての法的地位，組織

的形態を供えることで，WTOは貿易事項と密

接に関わる IMFや世界銀行との関係強化が可

能になったのである。また，事務局の設置とと

もに，貿易紛争を解決するための手続きおよび

その執行組織が整備された。全会一致可決原則

を有する GATTに対し，WTOでは，全会一致

で否決されない限り，効力を発揮する紛争解決

手続き（ネガティブ・コンセンサス方式）を採

用した。紛争解決に際する統一的規則と執行組

織が WTO の強力な執行メカニズムを形成す

ることになった（渡邊［2003］4ページ）。

GATT 以降，貿易交渉においては対象品目

ごとの協定が定められたが，WTO加盟国はそ

れら諸協定の全てを一括受諾する義務が発生す

る。その結果，WTOの交渉対象範囲は取引さ

れる財・サービス・知的所有権へと広範囲にわ

たり，多角的貿易協定が締結された。各種協定

の締結による WTO 加盟各国への貿易ルール

の浸透は，それまでの貿易品目・貿易国ごとに

相違のあった取引形態が共通化し，貿易制度が

国際的に統合化されたことを意味した。貿易制

度がWTOを通じて統合化されることにより，

資本の多国籍化と国際分業の進展のもとで，国

境を越えた企業間および企業内貿易が促進する

とともに，世界における「均一的市場」の制度

的基盤が形成された。

世界の貿易総量の３分の１は多国籍企業の親

会社と子会社間による企業内貿易であり，また，

３分の１が多国籍企業同士の企業間貿易，残り

の３分の１が国内企業および国営企業によって

行われる国家間貿易となる（UNCTAD［2001］

p. 56；ジョージ［2002］12-13ページ）。つまり，

それだけ，最終製品に至るまでに必要とされる

原料・部品調達においても国際的な貿易が頻繁

に行われているのである。世界的な「均一的市

場」の形成により，国際貿易に伴う制度的相違

の解消は多国籍企業にとって非常に大きな便益

を生み出すことを意味した。

図３からは，GATT/WTO 加盟国の増大と

ともに，取引制度が共通する空間的範囲が拡張
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していることを確認できる。また，図４に示さ

れるように，世界の貿易総計に占める GATT/

WTO加盟国の比重は年々増加しており，2006

年段階において，輸出に関しては 93.9％，輸入

に関しては 95.8％を占めるまでに至っており，

「均一的市場」が空間的，統計数値的にも形成

されていると確認できよう。

GATT/WTOは多角的貿易協定を管理・運

営する国際機関として，ルール策定と紛争解決

に関してその役割を十分に発揮してきたが，

WTOは他の国際諸機関に比べ，より特異で強

力な業務執行メカニズムを有している点にも特

徴がある。通常，国際機関といえども，世界政

府ではないため，加盟国家の上位機構としての

権限までは有しておらず，加盟国の国内におい

て直接的に適用される規則や命令などを発する

ことはできない。GATTは暫定的な協定であ

り，正式な国際機関でなかったことも反映して，

GATT規定は各国の国内法よりも優位ではな

かった。しかし，国際機関としての明確な地位

を獲得したWTOでは，WTO規定が国内法よ

りも上位規定として位置づけられ，協定違反と

確定すれば，加盟国は協定に抵触した当該分野

の法律・制度・規制・慣行をWTO協定に適合

するように改定しなければならない（吾郷

［2008］158 ページ）。このWTO規定の国内

法に対する優位性によって，協定違反と提訴さ

れる以前に，WTOへの加盟それ自体が各国に

経済制度の国際的統合化を推進させる強制力と

して機能することになる。「国境措置」の解消
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図３ GATT/WTO加盟国の増大
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のみならず，「国内措置」に対しても加盟国間の

整合性が強く求められているのである（松下

［1996］2-3ページ）。実際に，貿易の技術的障

壁や工業製品等の国際標準規格において，国内

法の WTO 規定への適合化が強く求められて

いる。

国際機関が国民国家の意思決定に優位する点

をWTO協定は明記しており，加盟国自身がそ

の協定に同意している。地球温暖化や食料危

機，経済危機に対して，常に国家利害が対立し，

効果的な解決策を提示できない今日において，

国際機関による優位性はそうした事態を克服す

る可能性を有しているとも考えられる。主権国

家自身によって国際機関へ権限が移譲されれ

ば，国際機関が加盟国の主権を監督するととも

に，世界全体の視点から国家利害を超克した行

動をとる萌芽が生まれる。しかし，権限が国際

機関に移行すると，国家より下位に位置する地

域の利害や市民の意向が反映されにくくなる懸

念もある。また，国際機関加盟各国間の経済

的・政治的格差が存在するため，力関係を利用

して，機会主義的行動にでる加盟国も少なくな

いという現実がある。実際には，国家利害の枠

を超えた行動を国際機関が選択するよりも，自

らの政治経済的立場を利用して，他国の行動を

誘導するために国際機関が利用されている側面

が散見される。

WTOを通じて形成された貿易関連事項の国

際的整合化は，従来，各国で異なっていた取引

制度・取引形態を国際制度へと収斂させていき，

「均一的市場」をもたらした。貿易関連事項は

各国の政治経済的利害が直接的に衝突する分野

であり，交渉過程において生じる利害対立を踏

まえれば，加盟各国が一律に「市場開放」や「自

由貿易」を受容しようと積極的に対応している

わけではなく，先進国，途上国，新興国の利害

対立は依然として残されている。しかし，

WTOの設立目的そのものが自由貿易体制の確

立であり，加盟各国は自国経済の孤立を防ぐた

めにも，国際制度の優位性を受容し，国内制度

を調整しなければならなかった。利害対立を経

たうえで形成された国際合意をもとに，国際機

関によって設計された制度が普遍的に浸透した

といえる。

Ⅵ おわりに

Supra-Nationとしての空間的階層において

活動する国際機関が国際政治経済に対して果た

す役割を，諸制度の形成とそれによる市場の統

合化過程に着目しながら論じてきた。本稿の考

察をまとめると，以下のように整理することが

できる。

第一に，国際通貨制度の管理運営機能と融資

機能を中心とする IMFに着目しながら，「国際

通貨制度の整合化」プロセスを国際金融の動向

とともに明らかにしてきた。国際金融全体の安

定化による経済活動の活性化を図るためには，

加盟国の増大による IMFの諸機能の世界的浸

透とともに，国家間調整の強化が求められてい

る。

第二に，IMO，ICAO，ITU，ISO，IECといっ

た運輸・通信・規格部門における技術的事項の

管理を担当する国際諸機関に着目しながら，「規

格の整合化」プロセスを考察した。通商範囲の

地理的拡大に伴い，国家主権領域を超える技術

的事項の調整が必要になり，国家間調整を執行

する国際諸機関のもとで，規格の整備が進展し

たのである。

第三に，貿易自由化のためのルール策定とそ

の履行を監視するWTOによって，GATT 以

来の多角的貿易交渉が一層進展するとともに，

明確な法的拘束性が備わることになった経緯

を，「貿易制度の整合化」プロセスとあわせて明

らかにした。GATTと異なり，国際機関とし

ての地位を有することで，国民国家の国内法規

よりも優位する WTO 協定が成立したのであ

る。
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第四に，国際機関への加盟国の増大が制度の

普遍的浸透に作用し，制度の国際的整合化を促

進したという点が上記の具体的な事例を貫いて

明らかにされた。国際機関を通じて，通貨，商

品規格，貿易ルールの制度的共通化が確立され，

国境を越えた経済取引の発展に大きく貢献する

ことになった。現在の自由貿易体制では，地域

的不均等発展が発生し，正常かつ均衡のとれた

各国の経済発展を実現するには，まだ多くの課

題が山積している。しかし，国際機関による制

度形成が経済活動の前提となる諸制度を創出し

ているために，経済取引の円滑化が実現してい

るという側面もある。他国と共通の制度を採用

することによって，同じルールのもとで経済活

動を展開できるため，大多数の国民国家が国際

機関への加盟を選択しているのである。このよ

うに，国際機関を通じた各種制度の国際的整合

化によって，制度的差異によって分離していた

各国市場が普遍的な「均一的市場」へと統合さ

れていくのである。

WTO協定は非常に強い執行メカニズムを有

しているために，法整備においても，明確な国

内法規の変更が必要とされるが，同様に，他の

国際諸機関で制定される国際制度においても，

たとえ，国内法規に修正を迫るほどの強制力が

なくても，国際制度の浸透とともに拡大する市

場に参入できないことによる自国企業の競争力

低下や資本逃避による自国産業の停滞等を回避

するためにも，自国制度を国際制度に適合させ

ようとする誘引が働く契機にもなる。このよう

な国家間において作用する強制的参加が国際政

治経済における国際機関の役割を一層強化して

いるのである。

経済のグローバル化に伴う経済主体の活動領

域性とその調整形態の乖離が環境問題や開発問

題など，グローバリゼーションの負の側面を肥

大化させてきているが，国際機関には，その乖

離した領域性と調整形態の整合化を図る契機が

潜在しているといえよう。なお，本稿では，国

際政治経済における国際機関の役割を解明する

点に焦点をあてていたため，国際機関を通じて

調整される国家利害や資本間競争については触

れているものの，「制度の整合化と市場の統合

化」に対する資本自身の利害反映，もしくは，

それへの対応等は十分に論じられていない。資

本の利害が各国の利害に，さらには，それらが

国際機関における調整過程に反映されるプロセ

ス等については今後の課題とする。
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